
 

- 1 - 

 

白山市民温泉 指定管理者募集要項 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項及び白山市民温泉条例第３条規定により、以下のとお

り施設の管理を行う指定管理者を募集します。 

 

 

１ 対象施設の概要 

施設の名称 所在地 施設の種類 

松任海浜温泉 白山市徳光町２６６５番地１ 

詳細は仕様書のとおり 

めおと岩温泉ラクヨウ 白山市河内町江津い２３番地１ 

大門温泉センター 白山市佐良ニ１４２番地 

新中宮温泉センター 白山市中宮カ８番地 

バードハミング鳥越 白山市上野町ヤ７４番地 

 

２ 指定管理者が行う業務の内容 

 ⑴ 施設の利用許可に関すること。 

 ⑵ 施設の利用に係る料金の徴収に関すること。 

 ⑶ 施設及び設備の維持管理に関すること。 

 ⑷ 自主事業の実施等に関すること。 

 ⑸ 施設の管理上、市長が必要と認めること。 

 ⑹ 業務の細目は、業務仕様書のとおりとします。 

 

３ 指定期間等 

 ⑴ 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

 ⑵ 白山市と、指定期間を通じての基本的合意事項に係る基本協定を締結することとし、

必要に応じ、会計年度（４月１日から翌年の３月３１日まで）ごとに、細目を定める協

定を締結するものとします。 

 

４ 利用料金制度の採用 

 ⑴ 地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づく「利用料金制度」を採用します。 

 ⑵ 指定管理者は、施設利用者が支払う利用料金や自らが企画・実施する事業による収

入等を自らの収入とすることができます。 

 

５ 管理運営経費 

  管理運営経費については、利用料金等の収入をもってこれに充てるものとし、指定管

理料の支払い等については、業務仕様書のとおりとします。 
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６  応募資格等 

 ⑴ 法人又はその他団体であること。 

  ア 株式会社、ＮＰＯ法人、その他任意団体等組織の形態は問いません。 

  イ 個人での応募はできません。 

 ⑵ 施設の管理運営能力を有していること。 

 ⑶ 次のいずれにも該当しないこと。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定によ

り、白山市における一般競争入札の参加を制限されている者 

  イ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定により、

指定管理者の指定の取消等を受けたことがある者 

  ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）の規定により、更正又は再生手続きをしている者 

  エ 国税及び地方税の滞納をしている者 

  オ  役員に次のいずれかに該当する者が含まれていること。 

  （ア） 成年被後見人又は被保佐人 

   （イ） 破産者で復権を得ない者 

   （ウ） 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者 

   （エ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員 

  なお、応募以降においても、上記⑶の項目に該当することとなった場合は、指定管理

者の候補者となることができません。 

 

７  募集に関する事項 

 ⑴ 募集要項等の配付 

   募集要項等を令和５年１１月２０日（月）～令和５年１２月２２日（金）に配付し

ます。 

  ア 配付場所 

    白山市健康福祉部いきいき健康課（健康センター松任２階） 

    ※白山市ホームページからも募集要項等を入手できます。 

http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/soumubu/gyouseikaikaku/shiteikanrisha_

bosyu.jsp  

  イ 配付時間 

    午前９時～午後５時（土・日・祝日は配付しません。） 

 ⑵ 応募予定者説明会の開催 

   応募予定者を対象とした説明会を次のとおり開催します。 

  ア 開催日時 

    令和５年１２月１日（金）１４時～１５時３０分 

   

http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/soumubu/gyouseikaikaku/shiteikanrisha_bosyu.jsp
http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/soumubu/gyouseikaikaku/shiteikanrisha_bosyu.jsp


 

- 3 - 

 

 

イ 開催場所 

    健康センター松任１階機能訓練室  白山市倉光三丁目１００番地 

  ウ 参加人数 

    各団体２名以内とします。 

  エ 参加申込 

    応募予定者説明会参加申込書（別記様式１）を説明会開催日前日の午後５時まで

に、いきいき健康課へ提出してください。（E-mail、ＦＡＸ、郵送可） 

 ⑶ 募集に関する質問の受付 

      募集に関する質問を次のとおり受付けます。 

    ア 受付期間 

    令和５年１２月４日（月）から１２月１１日（月）午後５時まで 

  イ 提出方法 

    質問書（別記様式２）に記入の上、いきいき健康課へ提出してください。 

    （E-mail、ＦＡＸ、郵送可。口頭による質問はご遠慮願います。） 

 ⑷ 募集に関する質問の回答 

      質問に対する回答は、１２月１５日（金）までに、市ホームページに掲載します。 

 ⑸ 申請書等の受付 

  ア 受付期間 

    令和５年１２月１８日（月）～１２月２２日（金）（土・日・祝日を除く） 

  イ 受付時間 

    午前９時～午後５時 

  ウ 提出先 

    白山市健康福祉部いきいき健康課（健康センター松任２階） 

    〒９２４－０８６５ 白山市倉光三丁目１００番地 

  エ 提出方法 

    持参又は郵送（受付期間内必着） 

  オ 提出部数 

    １６部（原本１部、副本１５部） 

 

８ 提出書類 

 ⑴ 指定管理者指定申請書（様式第１号） 

 ⑵ 指定管理者事業計画書（様式第２号） 

 ⑶ 収支予算書（様式第３号） 

 ⑷ 自主事業計画書及び自主事業内容（様式第４号） 

 ⑸ 申出団体概要調書（様式第５号） 

   ※団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類及びパンフレット等、団体

の概要がわかる資料も添付してください。 

 ⑹ 市税滞納有無調査承諾書（様式第６号） 
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 ⑺ 法人登記事項証明書（登記簿謄本） 

   ※法人の場合のみとし、法人以外の団体にあっては、代表者の住民票の写しを提出

してください。 

 ⑻ 国税の納税証明書 

 ⑼ 経営状況に関する書類 

   ※団体の現事業年度における収支予算書及び事業計画書 

   ※団体の前事業年度における収支計算書及び事業報告書 

 ⑽ 職員・従業員等調書 

 ⑾ 類似施設等管理運営実績一覧表 

   ※申出団体に類似施設等の管理運営実績がある場合 

 ⑿ ＩＳＯ認証取得証明書（写） 

   ※申出団体がＩＳＯの認証を取得している場合 

 ⒀ その他白山市が必要であると認める書類 

 

９  応募者のプレゼンテーション 

   開催日時  令和６年１月下旬～２月上旬 

         ※応募数に応じて、詳細な日時を連絡します。 

   開催場所  白山市役所 ５階庁議室 

   参加人数  各団体２名以内とします。 

   内  容  指定された時間内で、自団体の管理運営の特徴や他より優れている管

理形態、感染症予防の対策等も含めた指定管理料に関する提案、自主

事業等について自由に論じていただきます。 

         ※プレゼンテーション用資料（A３判用紙２枚程度）を、事前に提出

すること。 

 

10  選定方法等 

 ⑴ 指定管理者の候補者の選定（以下「選定」という。）は、白山市指定管理者選定会

の審査に基づき、白山市長が行います。 

 ⑵ 選定に当たっては、「11候補者選定基準」及び指定管理者選定会（プレゼンテーシ

ョン）により総合的に判断します。 

 ⑶ 選定された団体については、白山市議会での議決を経た後に、指定管理者として指

定します。 

 ⑷ 指定結果は、申請者全員に、文書にて通知します。 

 

11 候補者選定基準 

 ⑴ 公の施設として利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであ

ること。 

 ⑵ 事業計画書の内容が、施設の設置目的に即し、施設の効用を最大限に発揮させるも

のであること。 
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 ⑶ 施設の適切な維持管理及び管理費用の縮減が図られるものであること。 

 ⑷ 施設の管理運営を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。 

 

12 協定の締結 

   選定後、選定された団体と細目の協議を開始し、議決後に協定を締結します。 

 

13 その他 

 ⑴ 申請に係る費用は、応募者の負担とし、提出された書類は返却しません。 

 ⑵ 申請の撤回及び提出書類の修正は、軽微な修正を除き原則として認められません。 

 ⑶ 必要に応じて、提出書類の内容について、聴き取り調査又は追加資料の提出を依頼

する場合があります。 

 ⑷ 提出書類及び選定結果については、公表する場合があります。 

 

14 配付資料 

 ⑴ 申請に係る様式（白山市ホームページからダウンロードできます。） 

 ⑵ 白山市民温泉 指定管理者業務仕様書 

 ⑶ 施設の利用及び収支状況 

 ⑷ 施設の平面図 

 ⑸ 白山市指定管理者制度に関する基本方針 

 ⑹ 白山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例及び同条例施行規則 

 ⑺ 白山市民温泉条例及び同条例施行規則 

 ⑻ 白山市情報公開条例及び同条例施行規則 

 ⑼ 白山市行政手続条例及び同条例施行規則 

   ※基本方針及び条例等⑸～⑼は、白山市ホームページからダウンロードしてくださ

い。 

 

15 問合せ先 

  〒９２４－０８６５ 

  白山市倉光三丁目１００番地 

  白山市健康福祉部いきいき健康課 

   担  当：安井 

   ＴＥＬ：０７６－２７４－２１５５ 

   ＦＡＸ：０７６－２７４－２１５８ 

   E-mail：ikiikikenkou@city.hakusan.lg.jp 

 

 

mailto:oooooooo@city.hakusan.lg.jp
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別記様式１ 

応募予定者説明会参加申込書 

 

令和    年    月    日 

 

施設名：                               

 

  上記施設の指定管理者の応募予定者説明会への参加を申し込みます。 

 

フ リ ガ ナ 

団  体  名 
 

代表者氏名  

所  在  地 
〒 

 

電話番号                －        － 

Ｆ  Ａ  Ｘ                －        － 

E - m a i l  

参加者氏名 

 

 

（備考） 

  日  時：令和５年１２月１日（金）１４時 

  場  所：健康センター松任１階機能訓練室 

提出先：白山市健康福祉部いきいき健康課 

ＦＡＸ：０７６－２７４－２１５８ 

E-mail：ikiikikenkou@city.hakusan.lg.jp 

 

mailto:oooooooo@city.hakusan.lg.jp
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別記様式２ 

質    問    書 

 

令和    年    月    日 

 

（あて先）白山市健康福祉部いきいき健康課 

 

                                         所 在 地 

                                         団 体 名 

                                         代表者名 

                                         電話番号 

                                         Ｆ Ａ Ｘ 

                                         E -mai l 

 

施設名：                           

 

  上記施設の指定管理者募集要項について、下記のとおり質問します 

 

質問内容 

項目  

内容  

提出先：白山市健康福祉部いきいき健康課 

ＦＡＸ：０７６－２７４－２１５８ 

E-mail：ikiikikenkou@city.hakusan.lg.jp 

mailto:ikiikikenkou@city.hakusan.lg.jp

